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○国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程 

令和2年11月4日 

(目的) 

第1条 この規程は，国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定

に基づき，給与を年俸として支給する職員(国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程及び国立

大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制(Ⅱ)適用職員」

という。)の給与決定方法等について必要な事項を定めることを目的とする。 

(法令等との関係) 

第2条 年俸制(Ⅱ)適用職員に関し，この規程に定めのない事項については，労働基準法(昭和22年法律

第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。 

(適用範囲) 

第3条 年俸制(Ⅱ)適用職員は，次の各号のいずれかに掲げる職員とする。 

(1) この規程の適用を希望した教授，准教授，講師，助教又は助手 

(2) 令和3年4月1日以降に新たに採用された教授，准教授，講師，助教又は助手 

(給与の区分) 

第4条 年俸制(Ⅱ)適用職員の給与は，基本年俸，基本給の調整額，業績給1，業績給2及び諸手当とす

る。 

2 諸手当は，職員給与規程第43条第3項に掲げる手当から期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。 

(給与の支給日) 

第5条 基本年俸は，その12分の1の額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支給す

る。ただし，支給定日が日曜日に当たるときは15日に，支給定日が土曜日に当たるときは16日とし，

支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給

する。 

2 業績給1及び業績給2は，次の各号に定める日(以下この項において「支給定日」という。)に支給す

るものとする。ただし，支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日とし，支給定日が土曜日

に当たるときは支給定日の前日とする。 

(1) 業績給1 6月30日及び12月10日 

(2) 業績給2 6月30日 

3 基本給の調整額及び諸手当は，職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。 

(基本年俸) 

第6条 基本年俸は，別表第1に定める基本年俸額表のとおりとする。 

2 第3条に定める者に採用時等に適用する基本年俸額表の級及び号俸は，職員給与規程及び国立大学法

人山形大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則を準用して決定するものとする。 

3 基本年俸は，毎年1月1日に改定することができる。 
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4 基本年俸の改定は，業績評価(国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程に定める

ところにより実施する評価をいう。)に基づき，別表第2に定める改定号俸数表の号俸数を加減した号

俸とする。 

(基本給の調整額) 

第7条 基本給の調整額は，職員給与規程の例に準じて支給する。 

2 前項の規定により職員給与規程別表第3を準用するに当たっては，別表第1における職務の級を適用

するものとする。 

(業績給1) 

第8条 業績給1は，毎年6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ本学

に在籍する年俸制(Ⅱ)適用職員に対して支給する。ただし，基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)

し，又は解雇された職員についても同様とする。 

2 業績給1の額は，職員給与規程第51条第5項を準用して算出した期末手当相当額に，職員給与規定第

52項第5項を準用し，勤務成績を良好な職員として算出した勤勉手当相当額を加算し，業績勘案率表

(別表第3)に定める業績勘案率を乗じて得た額とする。 

3 別表第3に定める業績評価区分等は，法人部局等においてそれぞれ定める方法により実施される評価

に基づき決定する。 

4 業績給1については，前3項に定めるものを除き，本学における期末手当及び勤勉手当に係る関係諸

規則を準用する。 

(業績給2) 

第9条 業績給2は，毎年6月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する年俸制(Ⅱ)適用職

員に対して，本規程第5条第2項第2号に規定する日に支給する。ただし，基準日前1箇月以内に退職(死

亡を含む。)し，又は解雇された職員についても同様とする。 

2 業績給2の額は，次の各号に掲げる年俸制(Ⅱ)適用職員が本学において前年度(4月から翌年3月まで)

に獲得した間接経費の額に応じ，当該各号に定める額とする。 

(1) 間接経費の額が50万円以上100万円未満の場合 10万円 

(2) 間接経費の額が100万円以上200万円未満の場合 20万円 

(3) 間接経費の額が200万円以上の場合 その額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満切り捨てと

し，1,000万円を超えるときは1,000万円とする) 

3 前2項に定めるもののほか，業績給2に関し必要な事項は，別に定める。 

(諸手当) 

第10条 諸手当は，職員給与規程の例に準じて支給する。 

2 前項の規定より職員給与規程別表第3を準用するに当たっては，別表第1における職務の級を適用す

るものとする。 

(この規程により難い場合の措置) 
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第11条 特別の事情によりこの規程により難い場合又はこの規程によることが著しく不適当であると

学長が認める場合は，別段の取扱いをすることができる。 

(その他) 

第12条 この規程に定めるもののほか，年俸制(Ⅱ)適用職員の給与に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，令和3年4月1日から施行する。 

別表第1 

基本年俸額表 

 職務の

級 

2級 3級 4級 5級 

号俸 基本年俸 基本年俸 基本年俸 基本年俸 

 円 円 円 円 

1 2,596,800 3,325,200 3,891,600 4,872,000 

2 2,624,400 3,361,200 3,926,400 4,899,600 

3 2,650,800 3,394,800 3,963,600 4,928,400 

4 2,677,200 3,428,400 3,999,600 4,958,400 

5 2,702,400 3,462,000 4,038,000 4,983,600 

6 2,727,600 3,492,000 4,069,200 5,013,600 

7 2,754,000 3,518,400 4,100,400 5,040,000 

8 2,779,200 3,547,200 4,132,800 5,070,000 

9 2,806,800 3,578,400 4,168,800 5,090,400 

10 2,835,600 3,608,400 4,203,600 5,120,400 

11 2,864,400 3,637,200 4,240,800 5,148,000 

12 2,893,200 3,668,400 4,280,400 5,175,600 

13 2,918,400 3,696,000 4,314,000 5,192,400 

14 2,947,200 3,720,000 4,336,800 5,218,800 

15 2,976,000 3,745,200 4,363,200 5,245,200 

16 3,004,800 3,765,600 4,393,200 5,272,800 

17 3,028,800 3,792,000 4,419,600 5,298,000 

18 3,066,000 3,817,200 4,446,000 5,326,800 

19 3,103,200 3,841,200 4,471,200 5,354,400 

20 3,140,400 3,865,200 4,494,000 5,383,200 

21 3,175,200 3,889,200 4,518,000 5,408,400 

22 3,211,200 3,918,000 4,540,800 5,436,000 
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23 3,246,000 3,949,200 4,564,800 5,464,800 

24 3,280,800 3,982,800 4,585,200 5,492,400 

25 3,314,400 4,006,800 4,602,000 5,516,400 

26 3,345,600 4,030,800 4,623,600 5,542,800 

27 3,375,600 4,056,000 4,645,200 5,568,000 

28 3,408,000 4,084,800 4,668,000 5,594,400 

29 3,441,600 4,113,600 4,690,800 5,619,600 

30 3,470,400 4,138,800 4,711,200 5,647,200 

31 3,496,800 4,161,600 4,731,600 5,673,600 

32 3,525,600 4,183,200 4,752,000 5,698,800 

33 3,552,000 4,207,200 4,771,200 5,721,600 

34 3,578,400 4,232,400 4,792,800 5,746,800 

35 3,608,400 4,257,600 4,810,800 5,774,400 

36 3,634,800 4,281,600 4,832,400 5,800,800 

37 3,664,800 4,300,800 4,845,600 5,826,000 

38 3,684,000 4,324,800 4,864,800 5,850,000 

39 3,704,400 4,350,000 4,882,800 5,872,800 

40 3,724,800 4,372,800 4,900,800 5,895,600 

41 3,747,600 4,395,600 4,911,600 5,919,600 

42 3,753,600 4,418,400 4,930,800 5,942,400 

43 3,764,400 4,440,000 4,948,800 5,962,800 

44 3,775,200 4,461,600 4,968,000 5,985,600 

45 3,786,000 4,483,200 4,983,600 6,008,400 

46 3,798,000 4,504,800 5,002,800 6,030,000 

47 3,807,600 4,522,800 5,019,600 6,051,600 

48 3,819,600 4,544,400 5,038,800 6,074,400 

49 3,830,400 4,562,400 5,055,600 6,094,800 

50 3,841,200 4,581,600 5,071,200 6,115,200 

51 3,850,800 4,600,800 5,086,800 6,136,800 

52 3,860,400 4,621,200 5,102,400 6,159,600 

53 3,874,800 4,634,400 5,110,800 6,178,800 

54 3,884,400 4,652,400 5,122,800 6,198,000 

55 3,894,000 4,669,200 5,133,600 6,218,400 

56 3,903,600 4,688,400 5,144,400 6,237,600 
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57 3,912,000 4,704,000 5,155,200 6,256,800 

58 3,925,200 4,720,800 5,166,000 6,272,400 

59 3,938,400 4,736,400 5,176,800 6,288,000 

60 3,950,400 4,754,400 5,187,600 6,302,400 

61 3,962,400 4,770,000 5,198,400 6,316,800 

62 3,974,400 4,786,800 5,209,200 6,328,800 

63 3,987,600 4,804,800 5,221,200 6,340,800 

64 4,000,800 4,822,800 5,234,400 6,352,800 

65 4,009,200 4,834,800 5,245,200 6,360,000 

66 4,022,400 4,848,000 5,257,200 6,370,800 

67 4,030,800 4,860,000 5,269,200 6,381,600 

68 4,044,000 4,873,200 5,280,000 6,392,400 

69 4,051,200 4,885,200 5,292,000 6,403,200 

70 4,064,400 4,896,000 5,304,000 6,412,800 

71 4,075,200 4,905,600 5,314,800 6,421,200 

72 4,088,400 4,915,200 5,326,800 6,427,200 

73 4,092,000 4,924,800 5,338,800 6,435,600 

74 4,104,000 4,935,600 5,349,600 6,441,600 

75 4,116,000 4,945,200 5,360,400 6,451,200 

76 4,128,000 4,954,800 5,372,400 6,458,400 

77 4,140,000 4,963,200 5,382,000 6,464,400 

78 4,152,000 4,969,200 5,388,000 6,471,600 

79 4,162,800 4,974,000 5,396,400 6,478,800 

80 4,173,600 4,978,800 5,403,600 6,486,000 

81 4,185,600 4,982,400 5,413,200 6,493,200 

82 4,197,600 4,987,200 5,421,600  

83 4,209,600 4,990,800 5,425,200  

84 4,221,600 4,995,600 5,432,400  

85 4,228,800 4,999,200 5,437,200  

86 4,236,000 5,004,000 5,442,000  

87 4,243,200 5,008,800 5,446,800  

88 4,250,400 5,013,600 5,450,400  

89 4,257,600 5,017,200 5,454,000  

90 4,262,400 5,022,000 5,458,800  
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91 4,267,200 5,026,800 5,463,600  

92 4,273,200 5,030,400 5,467,200  

93 4,279,200 5,034,000 5,470,800  

94 4,284,000 5,038,800 5,475,600  

95 4,290,000 5,042,400 5,479,200  

96 4,296,000 5,046,000 5,482,800  

97 4,303,200 5,049,600 5,486,400  

98 4,309,200 5,054,400 5,491,200  

99 4,314,000 5,058,000 5,494,800  

100 4,320,000 5,061,600 5,498,400  

101 4,324,800 5,065,200 5,502,000  

102 4,330,800 5,070,000   

103 4,334,400 5,073,600   

104 4,340,400 5,077,200   

105 4,346,400 5,080,800   

106 4,351,200 5,085,600   

107 4,357,200 5,089,200   

108 4,363,200 5,092,800   

109 4,368,000 5,096,400   

110 4,374,000 5,100,000   

111 4,380,000 5,103,600   

112 4,384,800 5,107,200   

113 4,389,600 5,110,800   

114 4,394,400 5,114,400   

115 4,400,400 5,118,000   

116 4,405,200 5,121,600   

117 4,410,000 5,124,000   

118 4,414,800    

119 4,420,800    

120 4,425,600    

121 4,429,200    

122 4,434,000    

123 4,440,000    

124 4,443,600    
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125 4,448,400    

126 4,454,400    

127 4,460,400    

128 4,465,200    

129 4,470,000    

130 4,476,000    

131 4,482,000    

132 4,488,000    

133 4,494,000    

134 4,500,000    

135 4,506,000    

136 4,512,000    

137 4,518,000    

138 4,524,000    

139 4,530,000    

140 4,536,000    

141 4,542,000    

別表第2 

改定号俸数表 

改定区分 S A B C D E 

改定号俸数 特定職員(55歳未満) 12 8 6 3 0 －2 

一般職員(55歳未満) 12 8 6 4 0 －2 

55歳を超える職員 4 2 1 0 0 －2 

別表第3 

業績勘案率表 

業績評価区分等 業績勘案率 備考 

S 1.300  

A 1.200  

B 1.100  

C 1.000  

D 0.975  

E 0.950  

F 0.900 訓告・厳重注意 

G 0.855 譴責 
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H 0.805 減給 

I 0.760 停職 

 


